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平成２９年２月 

兵庫県運輸業健康保険組合 

 

 

当組合の介護保険料率が平成29 年3 月分（５月1 日納期分）から１．８４％（現行：１．７４％）に変更になりま

す。なお、一般保険料率は変更ありません。 

 賞与については、3 月1 日以降支給分からとなります。 

 一般保険料率・介護保険料率の負担割合の内訳は、下記のとおり変更となりますので、誤りのないようお願いします。 

※介護保険料徴収被保険者は、40 歳から64 歳までの被保険者で、一般保険料率に介護保険料率を加えて算出した額とな

ります。 

※特定保険料は、高齢者医療制度への支援金等に充てるため、国に納付します。 

 

 

 

当組合では、平成２8 年度の保健事業として生活習慣病予防健診補助・短期人間ドック利用補助・がん検診利用補助・イ

ンフルエンザ予防接種費用補助・宿泊施設利用補助を実施しております。 

 補助金請求書につきましては、当組合に３月３１日（必着）までに提出してください。健康保険組合の事業運営基

準により４月１日以降の請求につきましては、平成２8 年度予算として執行できないためお支払いできま

せんので、ご注意いただくとともにご理解とご協力をお願いします。 

 

 

変更前（平成29 年2 月分まで）  変更後（平成29 年3 月分から） 
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 （うち基本保険料率） 2.968  2.938  5.906    （うち基本保険料率） 2.696  2.669  5.365  

 （うち特定保険料率） 2.040  2.021  4.061    （うち特定保険料率） 2.304  2.281  4.585  

 （うち調整保険料率） 0.052  0.051  0.103    （うち調整保険料率） 0.060  0.060  0.120  

介 護 保 険 料 率 0.870  0.870  1.740   介 護 保 険 料 率 0.920  0.920  1.840  

合  計 5.895  5.880  11.810   合  計 5.980  5.930  11.910  

平成２9 年度の介護保険料率が変更になります。 

平成２8 年度各種補助金請求書申請期限について 
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 労災認定された傷病等に対して、過去に医療保険（健康保険等）から給付を受けていた被保険者等については、医療保険

（健康保険等）からの給付額を保険者（健康保険組合等）に返還したうえで、労働基準監督署に労災保険給付を申請するこ

とが原則でしたが、被保険者等の負担軽減を図るため、医療保険へ返還を要する金額相当分の労災保険給付の受領について、

保険者（健康保険組合等）に委任する旨を労働基準監督署に申し出た場合に限り、次の方法により調整できることになりま

したので、お知らせします。 

（過去に、健康保険を使用して1,000 万円の医療費を要した例） 

【現行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災認定された傷病等に対して医療保険から 

給付を受けていた場合における給付の調整について 

②【健保等給付】健康保険等から700万円を支払う 
医 療 機 関 健康保険の保険者等 

被保険者 

（被災労働者） 

国 

（労働基準監督署） 

⑤医療費全額1,000万円を請求（原則、①及び④の領収証を添付） 

①【自己負担】健康保険を

使用し、300万円を支払う 

④700万円を返還（注） 

③労働災害と判明した時点

で700万円を返還請求 

⑥1,000万円を支払う 

（注）原則：労災請求を行う（⑤）前に保険者に返還を行う 

例外：労災保険給付を受けた後（⑥）に保険者に返還（④）も可 

②【健保等給付】健康保険等から700万円を支払う 
医 療 機 関 健康保険の保険者等 

被保険者 

（被災労働者） 

国 

（労働基準監督署） 

①【自己負担】健康保険を

使用し、300万円を支払う 

⑤700万円を返還通知 

⑦´300万円を支払う 

メリット：これまでの被災労働者本人に一時的に生じていた、 

自己負担額（①）を超える経済負担が生じなくなる 

⑥´【自己負担】分 ①の領収書を添え300万を請求 

⑥ ⑤の通知＋保険者に受領してもらうことの委任状を添えて 

【健保等給付】700万円を請求 

③労災申請（未来への現物給付の請求） 

④ ③の結果業務上と判断

→過去分に係る労災からの

支給額を保険者と調整 

（本人の同意の上でのレセ

プトのやりとり含む） 

⑦700万円を 

支払う 


